
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

聖徳太子論考

長沼, 賢海

https://doi.org/10.15017/2244044

出版情報：史淵. 100, pp.11-30, 1968-03-01. 九州大学文学部
バージョン：
権利関係：



聖

徳、

太

子

論

考

長

沼

賢

海

一
、
凡
失
太
子
と
仏
子
勝
霊

五
十
年
も
昔
の
こ
と
、
老
生
の
芳
い
頃
、
科
学
す
る
、
哲
学
す
る
と
い
う
新
語
が
流
行
し
た
。
そ
の
頃
あ
る
集
会
の
席
上
、
井
上
哲
次
郎
先

生
が
頒
り
に
こ
の
新
語
を
使
っ
て
何
か
論
ぜ
ら
れ
た
。
追
て
三
上
参
次
先
生
の
番
に
、
井
上
先
生
の
哲
学
す
る
と
い
う
用
語
を
厳
し
く
批
判
し

た
。
当
時
、
事
務
席
に
小
さ
く
な
っ
て
聴
い
て
い
た
私
は
、
一
二
上
先
生
の
批
判
に
賛
成
し
、
わ
か
っ
た
よ
う
で
わ
か
ら
な
い
流
行
語
で
あ
る
と

思
っ
た
。
し
か
し
今
に
し
て
考
え
る
と
、
こ
の
昔
の
新
語
ほ
ど
聖
徳
太
子
の
政
治
・
学
聞
に
対
す
る
態
度
の
好
適
な
表
現
は
あ
る
ま
い
。
朱
子

学
者
の
主
張
す
る
規
範
、
徳
、
実
践
の
一
二
論
の
中
心
を
な
す
も
の
は
実
践
で
あ
る
と
い
う
。
実
践
論
の
構
成
は
種
々
に
説
か
れ
る
が
、
そ
の
中

核
を
な
す
も
の
は
省
察
で
あ
る
と
思
う
。
省
察
は
仏
教
で
い
う
改
悔
、
機
悔
で
あ
ろ
う
。
太
チ
は
正
し
く
と
の
実
践
論
の
実
行
家
で
あ
り
、
陽

明
学
で
は
知
行
会
一
致
と
説
く
。
行
を
別
に
し
て
知
は
な
く
、
行
に
よ
っ
て
初
め
て
真
の
知
が
生
ず
る
と
い
う
が
、
太
子
ほ
ど
の
知
行
合
一
致

家
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

太
子
は
単
に
太
子
の
位
、
摂
政
の
職
に
携
わ
っ
た
人
で
は
な
い
。
太
子
し
て
止
ま
ず
、
摂
政
し
て
止
ま
な
い
人
で
あ
っ
た
。

一
切
の
新
科
学
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を
設
置
す
る
や
、
必
ず
科
学
し
て
止
ま
な
か
っ
た
。
一
二
経
の
疏
を
製
し
た
の
は
、
三
経
す
る
た
め
で
ら
っ
た
。
十
七
条
憲
法
の
制
定
も
政
治
や

社
会
の
た
め
で
は
な
か
っ
た
。
自
ら
憲
法
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
ヮ
た
。
仏
教
も
し
、
惜
緯
説
も
し
た
。
辛
酉
、
甲
子
の
草
命
を
実
行
し
た
の

が
そ
の
証
で
る
る
。
推
古
天
皇
の
十
年
暦
法
、
天
文
、
地
理
、
遁
甲
、
方
術
の
書
が
献
ぜ
ら
れ
た
。
太
子
は
そ
れ
ぞ
れ
専
門
の
担
当
者
を
選
ん

で
学
習
せ
し
め
た
。
そ
し
て
早
速
天
文
・
地
理
の
実
検
場
と
し
て
、
今
い

5
気
象
台
の
よ

5
な
設
備
を
設
け
て
、
天
文
気
象
の
記
録
を
つ
け
し

め
ら
れ
た
よ

5
で
あ
る
。
推
古
紀
以
前
に
は
天
文
・
地
理
な
ど
気
象
に
関
す
る
記
事
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
る
に
推
古
天
皇
十
年
以
後
、
そ

の
後
の
天
皇
紀
に
は
気
象
に
関
す
る
記
事
が
あ
ら
わ
れ
る
。

推
古
天
皇
二
十
七
年
十
二
月
赤
気
、
長
一
丈
余
（
慧
星
の
山
山
現
か
）
、

三
十
回
年
三
月
降
霜
（
晩
霜
か
）
、
正
月
桃
季
華
ハ
暖
冬
異
変
か
）
、

ア
ラ
レ

7
ル

六
月
降
雪
、
ゴ
一
月
ヨ
リ
七
月
に
か
け
て
霧
雨
、
三
十
六
年
三
月
三
日
日
蝕
、
同
年
四
月
十
日
記
零
、
翌
十
一
日
篭
零
等
の
記
事
あ
り
、
日
蝕
、

降
雪
の
記
事
は
、
月
日
を
明
記
し
て
あ
る
の
は
、
そ
の
頃
の
気
象
日
記
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る

Q

以
上
天
文
気
象
の
歴
史
を
特
に
述
べ
よ
う

と
い
う
の
で
は
な
い
。
太
子
の
学
問
に
対
す
る
態
度
を
諒
解
す
る
た
め
に
は
、
最
も
簡
単
明
瞭
な
事
実
だ
か
ら
よ
言
及
し
て
み
た
に
過
ぎ
な
い
。

太
子
の
経
疏
製
作
の
態
度
に
つ
き
て
は
、
花
山
氏
ほ
太
子
の
法
華
経
流
お
よ
び
勝
髭
経
琉
の
研
究
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
こ
れ
を
指
摘
し
て
い

る
。
夙
に
園
田
宗
恵
師
は
「
聖
徳
太
子
」

（
聖
徳
太
子
全
集
）
の
中
で
こ
の
点
を
主
張
し
て
い
る
。
花
山
氏
は
太
子
の
法
華
経
義
疏
に
「
在
於

修
摂
其
心
、
安
住
不
動
、
如
須
弥
山
」
と
あ
る
を
釈
L
て
「
分
別
心
を
顛
倒
す
る
に
有
る
に
由
る
、
故
に
此
れ
を
捨
て
、
彼
の
山
聞
に
就
い

て
、
常
に
坐
禅
を
好
む
、
然
れ
ば
則
ち
何
の
曜
か
此
の
経
を
世
聞
に
弘
道
せ
ん
」

（
花
山
信
勝
校
訂
・
和
訳
本
）
と
あ
る
。
花
山
氏
は
こ
の
文

を
指
摘
し
て
太
子
の
仏
教
は
実
践
道
を
も
っ
て
一
貫
せ
る
仏
教
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

思
う
に
す
で
に
法
華
経
の
提
婆
逮
多
品
に
文
珠
と
智
積
の
問
答
中
に
、
智
積
が
文
珠
に
問
ふ
丈
に

世
に
希
有
な
る
所
な
り
、
頗
し
衆
生
の
勤
加
精
進
し
、

此
の
経
は
甚
深
微
妙
に
し
て
諸
経
の
中
の
宝
、

此
経
を
修
行
し
て
速
か
に
仏
を
得

る
、
有
り
阜
、
否
や
（
国
訳
大
蔵
経
本
〉



太
子
は
法
華
経
を
修
行
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
講
讃
を
し
、
そ
の
た
め
に
疏
を
製
し
た
。
故
に
経
文
の
解
釈
も
自
分
の
会
得
し
、
修

行
す
る
能
わ
ざ
る
と
こ
ろ
は
、
解
釈
を
避
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
方
便
品
の
「
如
是
本
末
究
費
」
の
疏
に

文
を
釈
す
る
亦
微
細
に
し
て
煩
広
な
り
、
但
し
愚
心
及
び
難
し
、
故
に
尽
く
は
記
さ
ざ
る
な
り
、
則
ち
所
謂
る
闘
い
て
明
か
さ
ざ
る
所
な
り

（
花
山
氏
訳
本
）

と
あ
り
、

進
ん
で
法
華
経
し
能
わ
ざ
る
と
こ
ろ
を
敬
遠
し
て
い
る
こ
と
を
自
白
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
で
深
く
感
心
す
る
ζ

と

が
、
太
子
の
間
経
義
疏
に
よ
っ
て
う
か
が
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
法
華
経
第
四
信
解
品
は
あ
る
長
老
の
子
が
父
の
許
を
離
れ
て
五
十
年
、
窮
児

と
な
っ
て
流
浪
し
て
い
る
左
こ
ろ
を
発
見
さ
れ
て
二
十
年
、
こ
の
間
長
者
が
あ
ら
ゆ
る
策
を
尽
し
て
終
に
彼
を
家
に
つ
れ
帰
る
と
い
う
方
便
の

警
諭
で
あ
る
。
そ
の
一
節
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

グ
ウ
ジ

爾
時
窮
子
、
先
其
の
賃
を
取
り
て
、
尋
い
で
与
に
糞
を
除
ふ
、
其
の
父
子
を
見
て
感
み
之
れ
を
怪
む
、
又
他
日
を
以
て
。
窓
臓
の
中
よ
り
、

0

0

0

0

0

0

0

 

議
か
に
子
の
身
を
見
れ
ば
、
痩
慌
悼
し
て
糞
土
窓
会
一
汗
穂
不
浄
な
り
、
即
ち
理
路
細
鞍
の
上
服
、
厳
飾
の
呉
を
脱
ぎ
て
、
吏
に
鐙
弊
垢
賦
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

衣
を
著
、
盛
土
に
身
を
会
一
し
、
右
の
手
に
除
糞
の
器
を
執
持
し
て
畏
る
る
所
有
る
に
状
れ
り
（
国
訳
大
蔵
経
本
）

右
本
文
に
関
す
る
太
子
の
疏
に

イ
フ
’
t
コロ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
前
略
）
更
著
麓
（
趨
）
弊
垢
之
衣
「
塵
土
企
身
」
と
者
言
ろ
凡
夫
た
る
太
子
の
身
を
示
し
て
現
は
れ
、

九
十
八
使
に
同
ず
と
な
り
、
「
更
」

と
言
ふ
所
以
は
、

而
後
賞
を
著
し
て
坐
に
居
せ
り
、

長
者
は
昔
日
械
を
服
し
て
家
事
を
作
し
、

而
し
て
今
将
に
諸
子
を
教
へ
て
家
事
を
作

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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と
い
ふ
、
内
合
す
れ
ば
、
如
来
は
既
に
凡
夫
の
色
身
を
棄
て
て
己
に

さ
し
め
ん
と
欲
す
る
が
放
に
、

吏
ら
に
其
の
識
を
著
す
、
故
に
「
更
」

高
徳
の
法
身
に
登
れ
り
、
而
し
て
今
将
に
物
を
仕
せ
ん
と
欲
し
て
更
ら
に
凡
夫
の
形
を
示
し
た
ま
ふ
故
に
「
更
」
と
云
ふ
な
り
（
花
山
氏
訳

本
右
文
中
に
凡
夫
太
子
と
あ
り
、
後
文
に
如
来
既
に
凡
夫
の
色
身
云
々
と
あ
る
か
ら
、
如
来
の
太
子
（
悉
達
太
子
〉
時
代
を
示
す
と
解
し
得
な
い

聖
徳
太
子
論
考
（
長
沼
）
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四

こ
と
も
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
余
り
に
も
陵
昧
で
あ
る
。
因
て
法
書
の
法
華
経
義
記
を
見
た
。
法
雲
の
義
記
は
太
子
が
常
に
本
義
と
し
て
依

拠
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

0

0

0

0

0

0

0

0

 

更
著
袋
弊
垢
賦
之
衣
、
此
一
句
対
第
三
厳
身
之
具
、
示
無
有
相
好
、
悉
達
太
子
凡
夫
之
哩

と
あ
る
。
太
子
は
「
悉
逮
太
子
凡
夫
之
韓
」
と
あ
る
の
を
、
悉
達
の
二
字
を
削
り
凡
夫
太
子
と
改
め
た
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
而
し
て
こ
れ

は
無
意
識
の
省
略
と
は
思
わ
れ
な
い
。
太
子
自
身
を
し
て
悉
達
太
子
の
責
任
を
負
わ
し
め
た
の
で
あ
ろ

5
。
こ
う
し
た
太
子
の
主
観
を
考
慮
し

な
い
第
三
者
の
客
観
で
は
悉
達
の
二
字
を
削
つ
て
は
意
味
が
す
こ
ぶ
る
暖
昧
に
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
太
子
は
日
本
国
を
生
ん
だ
人

0

0

0

0

0

0

0

0

 

で
あ
る
（
日
本
紀
に
太
子
「
以
玄
霊
之
徳
生
三
日
本
国

L
と
あ
る
の
を
、
日
本
国
に
生
れ
ま
す
と
訓
ず
る
る
の
は
同
意
し
難
い
。
今
日
本
国
を

生
む
と
解
す
る
）
。
花
山
氏
の
説
明
に
よ
れ
ば
さ
ら
に
以
下
は
太
子
創
作
の
白
琉
の
文
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
如
来
が
衆
生
を
済
わ
ん
が
た

め
に
凡
夫
の
太
子
に
還
っ
た
所
以
を
説
い
て
い
る
。
太
子
は
日
本
国
を
生
む
た
め
に
は
、
悉
達
太
子
の
救
世
の
誓
願
を
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
微
細
な
自
己
主
張
の
注
釈
は
、
太
子
の
身
分
に
あ
る
由
主
耳
皇
子
で
な
け
れ
ば
な
し
得
ぎ
る
と
と
ろ

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
三
経
琉
は
後
人
の
作
で
あ
る
と
か
、
顧
問
僧
や
助
手
憎
の
代
作
で
あ
る
と
か
い
う
説
を
打
破
す
る
一
根
拠
に
も
な
る

ぅ
。
な
お
こ
こ
で
凡
夫
太
子
と
あ
る
点
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
太
子
の
法
華
経
疏
に
も
、
勝
電
経
疏
に
も
凡
夫
ま
た
は
外
凡
夫
、
内
凡

夫
等
に
関
す
る
教
学
的
の
説
明
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
太
子
の
単
な
る
人
間
反
省
の
凡
夫
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
ラ
。
十
七
条
憲
法
の
第
十
条

に
「
我
必
非
ν
聖
、
彼
必
非
ν
愚
、
北
〈
是
凡
夫
」
と
あ
る
凡
夫
と
同
様
で
あ
る
。
親
駕
の
教
え
る
本
願
他
力
に
救
わ
れ
る
根
本
条
件
で
あ
る
他
力

的
自
力
の
自
覚
の
凡
夫
と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

太
子
の
凡
夫
太
子
の
自
称
に
関
し
て
、
太
子
自
ら
「
仏
子
勝
建
」
と
号
し
た
と
い
う
伝
説
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
私
記
に
「
太
子
者
勝
量

婦
人
也
、
太
子
自
宣
ニ
仏
子
勝
墨
田
云
」
と
あ
り
、
ま
た
太
子
の
名
を
「
勝
堅
云
、
或
太
子
云
」
と
あ
る
。
ま
た
聖
徳
太
子
伝
に
は
、
さ
ら
に
右

の
低
説
を
拡
大
し
て
い
る
。
太
子
十
九
歳
の
条
に



太
子
奏
〆
日
、
吾
有
二
本
名
目
、

日
＝
勝
琵
－
、
不
ν
可
ν
改
ν
之、

其
故
、

我
昔
天
竺
舎
衛
国
波
匿
王
ノ
息
女
、

勝
霊
夫
人
タ
リ
シ
時
、
依
＝
孝

養
父
母
功
徳
＼
転
z
五
障
三
従
身
＼
於
＝
尺
迦
如
来
ノ
前
＼
巳
ニ
預
ニ
普
光
功
徳
山
王
如
来
之
末
来
成
仏
ノ
記
前
回
、
一
得
時
四
一
吾
発
ニ
願
摂
受

正
法
之
大
願
＼
故
託
ζ

生
天
竺
震
旦
日
域
－
、
弘
二
仏
法
＼
利
＝
衆
生
－
、
依
＝
此
本
縁
－
、
世
々
生
々
多
ハ
名
＝
勝
盤
＼
今
亦
如
ν
是
、
当
来
受

生
時
モ
亦
復
爾
也
ト
ゾ
自
称
シ
給
ケ
ル

と
あ
り
、
前
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
太
子
が
法
華
経
す
る
た
め
に
同
経
疏
が
出
来
、
勝
霊
夫
人
す
る
た
め
に
同
経
疏
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
以

上
の
伝
説
は
間
違
い
の
な
い
太
子
の
自
信
を
察
し
て
太
子
自
ら
仏
子
防
長
と
自
称
し
た
と
い
う
の
で
あ
る

Q

前
記
凡
夫
太
子
の
自
称
と
関
連
し

て
味
わ
う
べ
き
伝
説
で
あ
る
。

扶
桑
略
記
に
、

天
平
勝
宝
元
年
、

聖
武
天
皇
芥
戒
を
受
け
、

勝
満
と
名
づ
く
と
あ
り
、
太
子
に
倣
っ
た
も
の

か
、
猶
勘
え
た
い
。

ニ
、
観
音
経
の
疏
を
製
す

観
音
経
は
法
華
経
の
第
二
十
五
章
、
す
な
わ
ち
観
世
音
菩
薩
普
門
品
を
別
行
し
た
も
の
で
、
こ
れ
を
単
に
観
音
続
、
ま
た
は
観
世
音
経
と
い

ぅ
。
し
た
が
っ
て
親
の
法
華
経
の
積
類
に
よ
っ
て
、
普
門
品
も
異
同
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
聖
誉
妙
に

太
子
先
自
所
持
ノ
真
経
ニ
八
相
ヲ
出
セ
リ
（
中
略
）

廿
入
品
提
婆
ロ
叩
在
ν
之
、
普
門
品
偲
有
レ
之
、
同
法
ノ
経
書
ア
リ
唐
代
長
奪
三
年
押
云
々
、
孝
徳
御
字
ニ
当
ル
、
授
ノ
時
ニ
後
書
云
欺

と
あ
り
、
法
華
経
の
桓
類
に
よ
っ
て
は
、
普
門
品
の
慢
の
な
い
も
の
の
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。

ま
た
古
く
か
ら
印
度
を
は
じ
め
、
西
域
諸
国
お
よ
び
中
国
は
勿
論
、
案
一
外
諸
民
族
語
に
も
－
訳
さ
れ
て
い
る
と
い
う
か
ら
、
異
本
も
自
ら
多
い

ょ
う
で
あ
る
。

「
真
阿
宗
淵
上
人
の
著
作
開
版
書
目
並
び
に
解
題
」

（
天
台
学
僧
宗
測
の
研
究
）
に
「
観
世
主
日
経
一
巻
。
原
本
ば
章
一
矧
な
き
本

で
、
入
唐
僧
所
伝
の
六
朝
時
代
の
遺
本
と
し
て
貴
重
な
経
典
L

云
々
と
あ
る
。
こ
の
本
に
は
一
地
備
の
な
い
こ
と
を
特
記
し
て
あ
る
。
ま
た
同
目

聖
徳
太
子
論
考
（
長
沼
V

五



聖
徳
太
子
論
考
（
長
沼
）

一六

録
に
「
観
音
経
考
異
二
巻
」
が
あ
る
。
宗
測
は
ひ
ろ
く
異
本
を
集
め
て
異
同
を
く
ら
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
ま
だ
こ
れ
を
閲
覧
す
る
機
会
を

も
た
な
い
の
を
遺
憾
と
す
る
。
梁
の
僧
祐
の
三
蔵
記
集
録
第
二
に
「
祇
多
宝
訳
出
経
普
門
品
経
一
巻
闘
く
。
右
一
部
凡
て
一
巻
、
西
域
沙
門
祐

多
箆
出
す
所
の
も
の
に
し
て
、

伝
に
晋
の
世
に
山
山
だ
す
と
云
ふ
も
、

未
だ
何
れ
の
帝
の
時
な
る
や
を
詳
か
に
ず
」

（
国
訳
一
切
経
本
）

と
あ

る
。
考
え
る
に
、
六
朝
時
代
す
で
に
単
行
観
音
経
の
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
前
記
宗
測
の
紹
介
し
た
六
朝
時
代
の
遺
本
の
こ
と
に
参
照
し
て
明
ら

か
で
あ
る
。

宋
の
曇
無
謁
が
中
天
竺
界
に
向
か

5
途
上
、
常
に
観
世
音
経
を
念
じ
て
い
た
が
た
め
、
猛
獣
猛
鳥
の
害
を
遁
れ
た
と
い
わ
れ
た
。

（
梁
高
僧

伝
、
釈
曇
無
謁
伝
）
ま
た
宋
の
僧
洪
は
常
に
観
世
音
経
を
謂
じ
、
念
じ
て
い
た
の
で
捕
え
ら
れ
て
拷
問
さ
れ
た
が
、
彼
が
か
つ
て
夢
で
鋳
造
し

た
彼
の
守
観
音
の
銅
像
が
身
代
わ
り
と
な
っ
た
の
で
受
刑
を
免
れ
た
（
梁
高
僧
伝
十
三
、
僧
洪
伝
）
と
伝
え
ら
れ
る
。
東
観
の
時
、
定
州
に
孫

敬
徳
と
い
う
者
が
あ
り
、
常
に
観
世
音
菩
薩
に
仕
え
救
苦
観
音
経
を
謂
じ
て
い
た
。
時
に
捕
え
ら
れ
た
が
、
こ
れ
を
処
刑
し
よ
う
と
し
た
有
司

の
刀
が
三
度
折
れ
た
。
彼
れ
家
に
帰
っ
て
奉
ず
る
所
の
観
音
像
を
見
る
と
、
三
万
の
疫
が
あ
っ
た
と
い
う
拙
が
あ
る
（
釈
氏
轄
古
略
二
）
。
観

音
経
の
中
国
に
普
及
し
始
め
た
頃
の
形
勢
を
察
す
べ
き
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
わ
が
歴
史
を
考
え
る
に
、

日
本
紀
時
代
に
は
観
音
経
は
余
り
普
及
し
な
か
っ
た
。
日
本
紀
に
最
も
よ
く
現
わ
れ
る
経
段
、
金
光
明
経

〈
天
武
紀
、
持
統
紀
）
、

つ
い
で
金
剛
般
若
経
（
天
武
紀
）
、

無
量
寿
経
（
孝
徳
紀
）
等
で
あ
る
。

し
か
る
に
天
武
天
皇
の
病
い
が
重
〈
な
る

と
、
諸
王
臣
が
観
音
像
を
造
り
、
大
官
大
寺
に
お
い
て
観
音
経
を
説
か
し
め
、
僧
尼
百
名
を
宮
中
に
集
め
て
読
経
せ
し
め
た
経
の
中
に
観
音
経

二
百
巻
が
あ
っ
た
（
日
本
紀
）
。
奈
良
時
代
に
な
る
と
観
音
経
が
よ
う
や
く
普
及
し
、
元
正
天
皇
の
六
年
、
太
上
天
皇
の
た
め
に
、
諸
経
と
と
も

に
観
世
音
経
二
百
巻
を
写
さ
し
め
ら
れ
た
。
聖
武
天
皇
五
年
六
月
、
皇
太
子
の
病
い
の
た
め
、
観
志
自
の
像
百
七
十
七
艦
、
経
百
七
十
七
巻
を
造

っ
て
、
礼
仏
転
経
せ
し
め
ら
れ
た
。
天
平
十
二
年
、
藤
原
広
嗣
の
乱
あ
り
、
百
姓
を
安
ぜ
ん
が
た
め
に
、
国
別
観
音
像
一
縮
、
高
さ
七
尺
を
造

ら
し
め
、
観
世
音
経
十
巻
を
写
さ
し
め
ら
れ
た
。
息
災
延
命
、
天
下
和
順
を
祈
る
菩
薩
と
し
て
、
経
巻
と
し
て
、
観
音
お
よ
び
観
音
経
が
信
仰



さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
続
日
本
紀
）
。
日
本
霊
異
記
に
豊
前
田
宮
子
（
都
）
郡
の
少
傾
の
小
子
が
、
幼
稚
に
し
て
観
世
音
経
を

写
し
た
唱
が
あ
る
（
同
書
上
ノ
三

O
）
。
ま
た
紀
伊
国
名
草
郡
の
巨
勢
皆
女
が
病
い
の
た
め
薬
師
、
磐
若
等
の
経
と
と
も
に
、
観
世
音
経
二
百

巻
を
読
ん
で
平
復
し
た
拙
が
あ
る
（
同
書
下
ノ
二
四
）
。
そ
の
ほ
か
観
音
経
に
言
及
す
る
記
事
が
あ
る
。

正
倉
院
文
書
十
一
、
十
三
、
十
七
、
三
十
三
進
等
に
制
音
経
が
見
え
て
い
る
。
第
一
巻
の
天
平
六
年
七
月
二
十
七
日
付
け
の
優
婆
寒
貢
進
解

の
前
経
目
録
に
十
二
経
を
列
す
る
中
に
「
観
世
音
経
」
あ
り
、
天
平
四
年
三
月
二
十
五
日
付
け
の
僧
智
音
の
解
の
読
読
経
目
録
の
中
に
「
観
世

音
品
」
が
あ
る
が
経
と
い
わ
ず
し
て
、
品
と
あ
る
の
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
初
歩
的
な
修
行
と
し
て
、
’
日
立
日
一
維
が
読
罰
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
o

観
音
経
の
普
及
を
以
上
の
如
く
考
え
た
が
、
単
行
の
観
音
経
が
蔵
経
の
中
に
仕
列
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
く
、
大
正
大
蔵
経
の
目
鍛
の

中
に
は
、
法
華
経
の
一
部
と
し
て
紹
介
さ
れ
、
別
行
の
観
音
経
と
い
う
も
の
の
存
在
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

i

宝
海
の
御
請
来
同
録
、

常
暁
の
常
暁
和
尚
訪
来
目
録
、

円
行
の
請
来
経
仏
具
目
録
、

円
仁
の
新
求
聖
教
呂
録
、

円
珍
の
智
証
大
師
請
来
目

録
、
宗
叡
の
訪
来
法
門
集
目
録
等
を
見
る
に
、
特
産
観
音
の
経
巻
ま
た
は
神
冗
、
修
法
儀
机
の
類
は
あ
る
が
、
観
音
経
の
単
行
本
も
観
音
経
の

注
疏
も
見
当
た
ら
な
い
。

観
音
経
の
和
践
に
お
け
る
普
及
に
つ
い
て
右
の
如
く
考
え
た
。
さ
て
大
正
新
修
大
蔵
経
（
三
十
四
）
智
顎
説
、
濯
頂
記
の
観
音
玄
義
二
巻
、

同
じ
く
観
音
義
疏
二
巻
あ
り
、
ま
た
智
礼
の
観
立
日
玄
義
記
四
巻
お
よ
び
観
音
義
疏
記
四
巻
が
あ
る
。
こ
れ
ら
が
観
管
経
疏
の
最
も
古
い
も
の
で

・
あ
る
が
、
そ
の
つ
ぎ
に
あ
ら
わ
れ
る
の
が
聖
徳
太
子
の
疏
で
あ
る
。
実
は
こ
の
疏
に
つ
い
て
考
え
ん
が
た
め
、
以
上
経
お
よ
び
疏
に
つ
い
て
の

来
歴
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。
太
子
の
疏
と
い

5
も
の
は
、
正
倉
院
文
書
十
二
、
天
平
胎
宝
三
年
九
月
二
十
日
「
写
吾
布
施
間
定
帳
」
の
中
に
「

疏
合
二
百
六
十
四
巻
」
を
あ
げ
、
法
華
経
、
勝
霊
経
、
弥
勅
経
、
薬
師
経
等
の
疏
と
な
ら
べ
て
、

経

上

観
世
音
疏
－
巻
靖
宮
王
撰

聖
徳
太
子
論
考
（
長
沼
）

「
十
一
国
経
疏
一
巻
」
の
つ
ま
に

七



聖
徳
太
子
論
考
（
長
沼
〉

八

と
あ
り
、
音
の
下
に
経
字
を
傍
書
し
た
の
と
「
靖
」
字
を
「
上
」
と
訂
正
し
た
の
と
は
同
筆
で
あ
ろ
う
。
こ
の
訂
正
補
注
が
あ
る
の
で
か
え
っ

て
右
の
記
事
の
真
実
性
が
高
ま
る
よ
う
に
思
う
。
太
子
の
法
勝
二
経
の
疏
に
つ
い
て
は
、
正
倉
院
文
書
に
そ
れ
ぞ
れ
六
回
扱
わ
れ
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
太
子
の
維
摩
経
疏
は
－
度
も
あ
ら
わ
れ
な
い
。
故
に
た
だ
一
度
扱
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
太
子
の
観
音
経
疏
は
法
務
の
二
疏
と

同
様
に
、

日
本
の
一
切
経
（
大
蔵
経
〉
内
の
章
疏
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
維
摩
経
疏
は
わ
が
国
の
一
一
切
経
内
か
ら
は

ず
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
な
お
十
分
考
査
を
要
す
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
後
勘
を
期
す
る
。

こ
こ
に
問
題
と
す
べ
き
こ
と
は
、

太
子
の
法
華
経
琉
と
観
音
経
疏
と
は
、

い
か
な
る
関
係
上
に
あ
る
べ
き
か
で
あ
る
。

太
子
の
法
華
経
疏

は
第
十
七
章
随
喜
功
徳
品
以
下
は
疏
の
分
量
が
こ
の
以
前
と
比
べ
て
甚
だ
少
な
い
。
花
山
信
勝
氏
箸
岩
波
文
庫
の
同
疏
は
、

太
子
が
準
拠
さ

れ
た
「
本
義
」
の
文
と
太
子
の
自
疏
と
を
比
較
し
て
、
太
子
創
作
の
自
琉
の
部
分
を
明
確
に
区
別
し
て
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
第
十
七
章
以

下
に
は
太
子
の
自
疏
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
に
等
し
い
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
太
子
は
普
門
品
だ
け
に
は
全
品
に
わ
た
っ
て
自
疏
を
加
え
て

い
る
。
こ
の
品
の
太
子
の
自
疏
は
五
段
あ
り
、
そ
の
第
三
段
が
最
も
長
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
本
文
冒
頭
の
無
尽
意
菩
薩
が
、
世
尊
に
対
し
て
、

何
の
縁
に
よ
っ
て
観
世
音
と
称
す
る
か
の
質
問
の
一
段
に
対
す
る
自
琉
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
の
疏
の
内
容
は
本
文
の
数
段
の
後
の
分
に
対
す

る
も
の
ま
で
含
ま
れ
て
お
り
、

四
段
、
五
段
の
自
疏
と
前
後
し
て
い
る
観
が
あ
る
。

以
上
二
点
か
ら
考
え
て
、

観
音
経
疏
が
さ
き
に
製
せ
ら

れ
、
の
ち
そ
れ
を
法
華
経
疏
に
移
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
上
京
人
の
憶
説
に
過
ぎ
な
い
。
仏
教
専
門
家
の
示
教
を
ま
っ
。

太
子
の
観
音
経
疏
に
関
連
し
て
、
法
華
経
疏
の
四
巻
琉
の
出
来
た
沿
革
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
聖
徳
太
子
伝
踏
下
巻
（
大
日
本
仏
教
会
書

本
）
に
「
此
法
華
経
考
一
本
五
巻
義
疏
、
名
三
上
官
疏
－
、
日
疋
則
殿
下
入
定
之
時
也
、
太
子
徴
咲
而
黙
」
と
あ
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
、

無
経
字

華
経
琉
に
四
巻
、
五
巻
の
広
略
の
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
な
い
。
以
下
さ
ら
に
考
え
よ
う
。

太
子
の
法

正
倉
院
文
書
（
二
十
四
巻
〉
「
写
事
律
論
疏
章
呆
伝
等
帳
」

欠
第
五
局

法
華
経
義
琉
一
部
十
巻
二
百
五
十
七
張

（
天
平
十
五
年
の
条
に
収
む
）
の
中
に



と
あ
り
、
ま
た
「
写
未
写
大
采
経
論
疏
目
録
」

（
天
平
十
八
年
の
条
に
収
む
）
の
中
に

大
乗
経
井
論
疏
名
克
名
宮
目
録
井
名
在
未
写

の
条
あ
り
、
そ
れ
に

「
請
」
法
華
義
疏
一
一
映
十
を
欠
第
五
元
本

見
九
巻

「
詰
」
法
華
経
疏
一
一
枚
四
巻
「
今
返
」
上
京
王
撰
秩
一
枚

「反」

と
あ
る
。
同
文
書
に
太
子
疏
四
巻
の
収
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
六
度
で
あ
る
が
、
そ
の
都
度
必
ず
「
二
欠
」
の
誌
が
あ
り
、

一
度
は
「
常
二
欠
」

と
あ
る
。
今
一
々
文
書
を
指
摘
す
る
こ
と
を
略
す
。

一
度
だ
け
右
目
録
に
は
「
一
一
軟
四
巻
」
と
あ
り
、
そ
の
下
に
「
今
返
」
と
あ
る
か
ら
、
・
あ

る
い
は
法
隆
寺
の
平
本
か
、
あ
る
い
は
他
の
伝
写
本
を
借
り
入
れ
て
凶
巻
疏
の
完
本
を
写
了
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
て
問
題
は
そ
の

前
に
列
記
し
た
十
巻
の
無
名
疏
で
あ
る
。

「
欠
第
五
無
本
、
見
九
巻
」
と
注
し
て
あ
る
。
あ
る
い
は
太
子
の
四
巻
疏
の
二
巻
の
欠
け
た
も
の
の

十
巻
の
広
疏
で
、
自
ら
第
五
巻
が
欠
け
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
今
か
く
の
如
く
推
察
す
る
理
由
は
太
子
の
法
華
、
勝
誌
の
二
疏
、
こ
と

に
法
花
疏
に
五
巻
、
ま
た
は
四
巻
の
広
絡
の
二
本
あ
り
、
し
か
し
て
五
巻
を
後
疏
と
い
っ
て
い
る
か
ら
、
若
干
巻
の
広
略
の
前
疏
が
あ
っ
た
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
が
右
の
十
巻
疏
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
今
法
隆
寺
町
真
得
業
の
聖
徳
太
子
伝
私
記
一
竹
内
的
（
大
日
本
仏
教

全
書
に
収
む
る
古
今
回
録
抄
は
、
本
書
の
抜
率
で
あ
る
。
今
聖
徳
太
子
全
集
本
に
拠
る
）
は
同
集
本
の
同
警
の
解
題
に
も
あ
る
よ
う
に
、
鎌
倉

時
代
の
記
録
で
あ
る
が
、
多
く
の
太
子
に
関
す
る
古
伝
や
史
蓄
を
載
せ
て
い
る
。
伝
暦
や
補
闘
記
、
法
王
帝
説
等
の
遺
漏
を
補
っ
て
い
る
。
太

子
研
究
に
は
最
も
貴
重
な
文
献
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に

太
子
御
製
作
章
疏
日
記
、
法
花
四
巻
御
草
本
在
－
一
舎
今
此
疏
者
、

利
殿
一
名
二
後
琉
一

御
経
－
令
ν
草
給
、
七
巻
廿
七
品
也
、
元
ニ
提
婆
品
与
観
音
品
之
世
尊
偏
之
尺
＼

所
ν
渡
不
レ
依
ν
経、

館
二
山
グ
殿
－
、

自
百
済
園
、

以
一
－
御
魂
－
攻
寄
給
依
＝

妹
子
将
米
経
巻
、
自
二
百
済
国
－
所
v
渡
同
也
、
付
＝
此
経
－
、

令
作
ニ
五
巻
疏
＼
御
魂
渡
ν
之
時
遺
志
衡
山
－
給
、
於
－
－
比
疏
－
者
、
草
本
弁
写
伝
本
共
、
我
朝
不
ν
知
ニ
所
在
－
（
傍
訓
、
傍
注
略
す
）

聖
徳
太
子
論
考
〈
長
沼
）

九
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徳
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。

但
自
伝
大
唐
去
々
不
ν
可
ν
在
＝
日
本
－
敷

と
あ
り
、

こ
の
つ
ぎ
に
太
子
の
勝
露
経
の
疏
に
広
略
あ
る
こ
と
お
よ
び
維
摩
経
疏
に
関
す
る
記
事
ゐ
り
、
勝
当
経
疏
に
関
し
、
正
倉
院
文
書
に

取
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
お
よ
そ
六
回
あ
る
。
花
山
氏
の
勝
髭
経
疏
の
研
究
は
詳
細
に
こ
れ
を
説
明
し
て
あ
る
か
ら
、
ヘ
ー
こ
こ
で
は
触
れ
ず
、
専

ら
法
華
経
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
考
え
る
。
さ
ら
に
同
私
記
に
法
華
経
疏
に
関
し
、

此
四
議
、
御
草
本
題
目
下
一
玄
、
此
長
持
建
議
今
此
疏
写
伝
本
写
大
倭
図
、

非
ニ
海
彼
－
者
、
此
非
下
自
＝
唐
土
山
之
本
主
云
義
、
今
此
疏
者
似
ニ
天
台
－
、

ハ
ヲ
ホ
キ
ニ
マ
カ
ス

此
大
委
国
云
義
、

此
人
篇
誤
也
、

上
官
王
私
集
、

似
二
三
輪
－
、
以
ニ
光
宅
寺
雲
法
師
疏
＼

為
二
本
義
－
云
々
、
然
而
難
ν

取
ユ
何
宗
－
云
々
、

三

五
巻
疏
能
可
レ
尋
一
云
々
、
此
名
2

略
疏
＼
品
川
四
才
、
法
華
諮
讃
之
時
、
略
作
二
此
疏
－
、
故
則
前
疏
也
（
以
下
勝
箆
疏
の
こ
と
略
す
）

但
四
巻
疏
詰
該
自
エ
附
一
一
眼
正
月
八
日
－
、
始
ν
作
二
時
疏
＼
室
三
次
歳
申
成
－
室
、
話
番
（
蕃
カ
）
法
川
義
混
、
悉
乗
ν
之

固

と
あ
り
、
大
委
国
云
々
の
こ
と
は
今
の
御
物
草
本
法
華
経
疏
の
第
一
巻
の
内
題
に
「
法
翠
税
義
疏
第
一
」
と
も
J
、
そ
の
下
に
「
此
士
大
委
上

c

i

f

T

集
非
海

宮
王
私
」
の
注
あ
り
、
こ
れ
は
友
人
の
追
記
で
、
書
風
も
字
劃
も
本
文
と
異
な
る
。
恐
ら
く
奈
良
時
代
に
、
法
翠
時
間
｛
の
二
経
疏
を
唐
国
に
渡

彼
本

f

す
本
に
書
か
れ
た
も
の
を
御
物
の
草
本
に
も
迫
害
し
た
も
の
と
愚
考
す
る
。
今
こ
れ
は
問
題
で
は
な
い
。
太
子
法
華
経
疏
に
一
二
一
利
あ
り
、
五
巻

疏
を
略
疏
と
い
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
五
巻
疏
の
元
に
な
っ
た
広
本
が
φ

め
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
十
巻
疏
か
ら
五
巻
疏
を
作
っ
た

の
で
あ
る
か
ら
、
五
巻
疏
を
「
上
宮
後
疏
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

聖
徳
太
子
全
集
に
収
め
る
「
聖
徳
太
子
伝
」
は
鎌
倉
時
代
に
な
り
、
太
子
を
わ
が
国
念
仏
宗
の
元
祖
と
信
ず
る
説
が
全
巻
に
説
い
て
あ
り
、

太
子
信
研
究
に
は
重
要
史
籍
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
「
太
子
四
十
四
歳
御
叫
」
の
段
の
冒
頭
に
、

春
之
頃
、
製
エ
法
華
経
ノ
疏
－
、
是
名
＝
上
宮
王
ノ
後
疏
＼
己
前
五
巻
疏
に
、
釈
－
司
法
華
ノ
大
綱
－
援
ゴ
今
年
又
回
以
｝
ノ
疏
述
ニ
委
細
ノ
義
－
也
、

此
疏
既
渡
ニ
震
且
－
弘
通
云
々
（
傍
訓
略
す
）



こ
れ
に
よ
る
と
、
十
巻
琉
、
五
巻
疏
は
四
巻
の
完
成
疏
の
草
稿
的
な
、
今
い
う
ノ

i
ト
の
類
で
あ
っ
た
よ
う
に
諒
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
記

事
で
、
太
子
の
疏
に
五
巻
本
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
長
く
鎌
倉
時
代
に
な
っ
て
も
常
識
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
説
明
す
る
の
で
あ
る
（
前
記
伝
暦

三

一

発

の
文
参
看
）
。
さ
ら
に
太
子
が
四
十
四
歳
の
時
後
疏
を
作
ら
れ
た
と
い
う
事
と
、
顕
真
の
記
録
に
「
品
川
四
才
」
略
疏
を
作
り
、
「
出
二
酉
四
月
八

日
始
ν
作
＝
此
疏
－
（
四
巻
疏
）
、
次
歳
甲
成
製
墨
」
と
あ
る
こ
と
と
を
併
せ
て
考
え
た
い
。
後
者
は
四
十
春
の
こ
と
と
し
、
前
者
は
耐
二
ま
た
は

川
村
一
か
ら
始
め
て
翌
年
完
成
す
る
と
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
二
、
三
年
の
ズ
レ
が
あ
る
よ

5
で
あ
る
が
、
後
説
の
く
わ
し
い
伝
に
従
う
べ
き
で
あ

る
。
恐
ら
く
そ
れ
よ
り
数
年
の
前
の
講
讃
の
際
、
取
敢
え
ず
五
巻
疏
を
制
裁
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
考
え
る
と
五
巻
疏
製
作
の
若
干
年
前
に

講
讃
の
機
会
が
あ
り
、
そ
の
際
十
巻
本
の
疏
が
作
ら
れ
た
も
の
と
愚
考
す
る
。

右
に
論
ず
る
如
く
太
子
の
法
華
経
の
疏
は
、
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
た
と
恩
わ
れ
る
講
讃
の
都
度
の
覚
念
日
用
の
私
記
で
あ
る
か
ら
、
義
疏
と
い

う
ほ
ど
の
著
作
名
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
故
に
正
倉
院
文
書
に
は
常
に
法
華
経
疏
と
あ
り
、
法
王
帝
説
、
思
託
の
菩
薩
伝
、
補
闘
記
、
伝
暦

等
に
も
み
な
た
だ
疏
と
あ
っ
て
義
疏
と
は
な
い
。
太
子
自
信
も
義
疏
と
ま
で
い
っ
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
東
大
寺
の
写
経
所
で
一
切

経
中
の
疏
と
し
て
取
扱
う
必
要
以
上
、
義
疏
と
改
名
し
た
の
で
あ
ろ

5
0
こ
と
に
御
草
本
主
称
せ
ら
れ
る
も
の
の
第
一
巻
の
内
題
に
「
法
華
経

義
琉
第
一
」
と
あ
る
の
は
追
記
で
あ
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
る
る
い
は
唐
に
伝
経
の
時
の
対
外
的
名
称
で
あ
っ
た
か
も
知
れ

な
い
。太

子
の
法
華
経
疏
の
成
立
す
る
ま
で
の
由
来
を
考
え
て
太
子
の
観
音
疏
の
性
格
に
及
び
た
い
。

一
体
太
子
と
こ
の
経
と
の
つ
な
が
り
の
あ
る

ほ
か
に
は
、
太
子
と
こ
の
経
と
の
交
渉
の
伝
説
や
縁
起
は
ほ
と
ん
ど
な
い
、
こ
れ
と
反
対
に
太
子
と
観
音
像
と
の
交
渉
は
一
朝
一
夕
に
述
べ
つ

〈
す
こ
と
の
出
来
な
い
ほ
ど
多
く
の
観
音
像
が
遺
き
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
こ
の
考
え
で
関
連
す
る
事
実
を
後
段
に
略
説
し
た
い
。

い
ず

れ
は
再
び
詳
説
し
た
い
と
思
う
。
そ
れ
ほ
ど
観
音
像
に
縁
の
多
い
太
子
が
、
法
華
講
讃
と
は
別
に
、
普
門
品
す
な
わ
ち
別
行
観
音
経
の
講
讃
を

き
れ
な
か
っ
た
と
は
訟
像
で
き
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
時
の
ノ

l
ト
が
遣
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
む
し
ろ
あ
り
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。

聖
徳
太
子
論
考
（
長
沼
）
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私
記
の
法
隆
寺
年
中
行
事
の
中
、
上
宮
王
院
礼
堂
の
部
に

器

、

宮

城

）

、

高

成

業

審

議

）

毎
月
十
八
日
於
＝
礼
堂
一
、
法
花
吾
一
ロ
詰
一
込
者
音
吾
一
日
式
一
座
所
作
也
散
花
寸
揚
（
下
略
）

但
正
月
十
八
日
観
音
議
、
其
朝
於
＝
正
堂
司
被
レ
行
ν
式
〈
下
略
）

と
あ
り
、
ま
た

次
六
月
十
八
日
蓮
花
会
（
中
略
、
但
し
開
会
の
参
賀
者
の
事
な
り
）
講
経
法
花
六
巻
、
毎
月
十
人
日
観
点
円
講
講
ν
経
、
此
会
用
也

と
あ
る
。
毎
月
十
八
日
に
は
、
法
華
経
講
讃
と
と
も
に
、
間
音
経
の
諸
経
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
右
は
花
記
に
伝
わ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、

平
安
・
鎌
倉
時
代
の
行
事
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
太
子
時
代
か
ら
の
行
事
の
造
法
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

、
夢
殿
と
太
子
像

法
隆
寺
の
来
院
を
上
宮
王
院
と
い
っ
た
。
七
大
寺
惣
検
校
踊
真
の
太
子
伝
私
記
（
聖
徳
太
子
全
集
本
、
以
下
「
私
記
」
と
略
称
す
）
に
「
上

宮
王
院
者
、
太
子
御
住
所
、
故
名
＝
上
官
王
院

L
と
あ
り
、
三
代
実
録
太
上
天
皇
（
清
和
天
皇
〉
紀
に
「
法
隆
寺
東
院
、
是
聖
徳
太
子
所
ν
居、

堂
宇
旧
存
云
々
」
と
あ
り
、

大
修
繕
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
地
も
甚
し
く
荒

こ
の
時
、

し
か
し
て
問
院
は
蘇
我
氏
の
乱
に
焼
け
、

廃
し
て
し
ま
っ
た
の
を
、
行
信
が
再
興
し
た
。
そ
の
一
部
が
今
に
追
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
仏
堂
の
配
置
、
健
築
構
造
な
ど
純
然
た
る
仏
寺
様

式
で
あ
る
。
そ
れ
が
太
子
時
代
の
日
本
人
の
住
屑
と
し
て
は
考
え
難
い
。
多
年
こ
れ
を
問
題
と
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
先
年
同
院
を
解
体
し
て

大
修
繕
を
す
る
際
、
地
寺
を
発
掘
調
査
し
た
結
果
、
柱
の
根
が
掘
り
出
さ
れ
、
同
院
は
最
初
は
古
来
の
日
本
建
築
様
式
で
掘
立
て
式
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
太
子
の
常
の
居
住
御
殿
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
疑
問
が
解
け
た
。
そ
れ
は
そ
の
は
ず
で
あ
っ
て
、
閉
じ
く
発

掘
調
査
さ
れ
て
い
る
平
城
宮
の
諸
般
に
さ
え
、
柱
の
根
が
多
く
発
見
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
平
城
宮
の
建
築
に
比
し
て
、
藤
原
京
の
方
が
唐

式
に
整
頓
し
て
い
た
ら
し
い
。



そ
れ
は
と
に
か
く
、
上
宮
王
院
が
太
子
の
居
住
所
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
さ
ら
に
確
か
め
て
く
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
同
院

の
近
く
に
太
子
の
居
住
所
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
左
の
私
記
の
丈
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
私
記
む
舎
利
殿
に
関
す
る
記
事
の

中
に
、今

案
、
太
子
御
所
等
、
此
御
舎
利
殿
北
面
、
京
西
分
斉
也
、
其
所
以
者
、
舎
利
殿
修
造
之
時
、
舎
利
殿
辰
巳
の
角
南
方
一
丈
徐
行
、
東
廓

（

門

）

（

慕

心

）

輿
石
壇
之
際
、
円
古
柱
一
本
掘
山
山
、
西
一
本
、
束
一
本
、
其
間
一
丈
飴
也
、
其
時
人
、
昔
宮
口
柱
思
、
面
々
住
ニ
恋
口
口
－
云
々

と
あ
り
、
舎
利
殿
の
近
く
、
そ
の
辰
巳
（
東
南
）
の
方
に
太
子
の
御
所
が
あ
っ
た
と
い
う
説
を
伝
え
て
い
る
。
所
在
地
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ

れ
と
は
別
に
太
子
の
葦
垣
の
宮
の
あ
っ
た
こ
と
が
、
同
じ
く
私
記
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ム
｝
口
利
殿
の
東
南
の
御
所
と
い
う
も
の
と
同
じ
も
の
か

わ
か
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
私
記
に

或
説
云

O
次
当
上
宮
院
辰
巳
方
、
行
八
九
町
分
斉
、

ア

ジ

カ

キ

ノ

此

葦
垣
宮
－
、
於
＝
此
宮
一
御
入
滅
也
、
自
＝

O
宮
－
科
長
御
葬
送
也

有
ニ
瓦
葺
之
堂
－
、
名
エ
幸
堂
山
（
ム
寸
法
隆
寺
町
の
東
に
幸
前
あ
り
）
、
昔
太
子
居
住
宮
、
名
ニ

こ
れ
が
太
子
の
常
の
御
殿
す
な
わ
り
寝
食
の
御
殿
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
に
関
連
し
て
太
子
の
同
穴
の
妃
と
い
わ
れ
る
膳
姫
の
在
所

も
、
こ
の
辺
に
あ
っ
た
ら
し
い
。
私
記
は
太
子
の
姐
蘇
我
氏
と
膳
氏
と
を
混
同
し
て
い
る
。

ダ
カ
ハ
U
V

太
子
妃
者
只
二
人
つ
ニ
人
の
誤
り
）
高
階
者
、
蘇
我
大
臣
女
子
也
（
誤
伝
で
あ
る
）
此
姫
又
云
ニ
膳
妃
一
也
（
中
略
）

高
橋
者
葦
垣
宮
東

在
ν
之
、
其
所
（
膳
姫
の
）
御
所
也
（
下
略
）

或
一
去
、
高
橋
妃
者
、
此
妃
為
－

h
壮
－
之
時
、
着
二
…
柑
衣
服
－
、
遊
－
－
高
橋
－
需
李
道
之
東
太
子
自
ニ
橋
寺
司
君
、

此
女
御
覧
、

食
寄
為
ν

コ』ムロ

’カメ
φ
砂
州
ザ

と
あ
る
。
膳
氏
は
皇
室
食
料
に
深
く
関
係
あ
る
旧
族
で
あ
る
。
天
武
の
十
二
年
に
膳
臣
を
改
め
て
高
橋
朝
臣
を
賜
わ
る
こ
と
あ
り
（
姓
氏
録
）
、

聖
徳
太
子
論
考
（
長
沼
）



聖
徳
太
子
論
考
（
長
沼
）

二
回

同
朝
に
勝
臣
摩
漏
が
功
あ
り
、
死
に
臨
み
厚
く
賞
せ
ら
れ
る
事
あ
り
、

そ
の
後
朝
臣
賜
姓
の
こ
と
あ
り
（
日
本
紀
）
、
当
時
な
お
皇
室
食
料
の

運
営
を
任
務
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
一
族
に
し
て
高
橋
に
あ
る
も
の
、
高
橋
氏
を
称
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

5
0
膳
姐
の
父
加
多

夫
古
（
上
宮
記
、
法
王
帝
説
）

（
私
記
に
は
膳
三
穂
の
女
と
あ
り
）
の
徳
に
よ
り
、
そ
の
女
が
太
子
の
妃
に
な
っ
た
の
で
あ
る
う
。
そ
の
居
が

太
子
の
葦
垣
宮
の
東
の
高
橋
に
あ
ヮ
た
の
で
あ
る
う
。
以
上
の
上
宮
王
院
の
近
く
に
あ
っ
た
諸
殴
を
考
え
れ
ば
、
上
宮
主
院
外
に
お
け
る
太
子

の
人
間
生
活
が
浮
か
び
上
が
る
よ

5
に
思
わ
れ
る
。

私
記
に
膳
氏
に
つ
い
て
次
の
伝
説
が
あ
る
。

来

生
年
十
五
刊
四
月
八
日
、
従
＝
百
済
国
4

始
調
子
丸
O
、
用
明
天
皇
皇
后
共
対
ν
丸
田
、
汝
太
子
奴
一
輝
也
、
自
ニ
今
回
目
後
不
ν
可
レ
離
ν
興、

0

0

0

 

皇
輿
后
共
命
給
、
入
胎
、
住
胎
、
出
胎
之
後
事
、
悉
授
給
畢
、
後
々
調
子
丸
語
＝
膳
臣
－
云
々

RP 

と
あ
り
、
太
子
妃
が
膳
庄
の
女
で
あ
る
こ
と
か
ら
起
こ
っ
た
伝
説
で
あ
ろ
う
。
調
子
丸
と
い
う
の
は
半
島
か
ら
来
て
太
子
の
近
侍
の
一
人
と
な

っ
た
も
の
で
あ
る
う
。
ま
た
同
書
に
「
膳
臣
住
宅
、
法
琳
寺
丑
寅
五
六
町
、
法
起
寺
西
北
角
也
」
と
あ
る
。
前
記
葦
垣
宮
の
位
置
と
一
致
す
る

か
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
伝
説
は
膳
臣
が
束
院
の
近
く
に
居
住
し
、
皇
室
に
近
仕
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
今
法
隆
寺
町

の
東
添
上
郡
楳
本
の
部
落
に
高
橋
あ
り
、
式
内
高
橋
神
社
の
旧
地
高
階
の
地
で
あ
る
（
地
名
辞
典
引
く
、
神
社
史
料
）
。
膳
氏
の
古
く
か
ら
の
土

着
地
で
あ
ろ
う
。
雄
略
記
入
牢
に
膳
臣
瑳
鳩
あ
り
、
欽
明
記
六
年
に
百
済
に
使
わ
し
た
膳
臣
巴
提
あ
り
、
謄
氏
支
中
の
人
々
で
あ
ろ
う
。

聖
徳
太
子
伝
記
（
聖
徳
太
子
全
集
〉
に

太
子
品
川
歳
御
時
、
於
ニ
大
和
国
斑
鳩
ノ
村
－
、
始
造
ν
宮
、
今
法
隆
寺
東
也
、
依
ν
所
名
ニ
瑳
鳩
宮
－
、

其
構
雑
木
葦
葺
宜
垣
也
、

初
又
日
－
－

嵐
官
－
也
、
或
人
諌
ニ
太
子
－
日
夕
、
君
ハ
是
己
一
天
儲
君
、
万
機
ノ
摂
政
也
、
宮
室
甚
卑
シ
、
詩
改
作
ν
之
〈
下
略
）

と
い
う
説
あ
り
、
東
院
と
葦
垣
宮
と
を
混
同
し
た
説
か
と
思
わ
れ
る
が
、
東
院
が
古
来
掘
建
式
建
築
で
あ
っ
た
と
い
う
発
掘
調
査
の
結
果
と
一

致
す
る
伝
説
と
し
て
一
考
す
べ
き
史
料
で
あ
ろ
う
。



太
子
の
上
記
の
如
き
常
の
御
座
所
か
ら
見
れ
ば
、
上
宮
王
院
は
太
子
の
居
所
と
し
て
は
表
御
座
所
に
あ
た
る
。
平
城
・
平
安
皇
居
に
比
す
れ

ば
、
上
官
主
院
は
紫
農
蹴
に
あ
た
り
、
葦
垣
申
出
口
は
清
涼
股
に
あ
た
る
。
近
年
明
ら
か
に
な
っ
た
若
草
古
寺
は
大
極
殿
に
あ
た
り
、
法
隆
寺
は
王

家
か
ら
解
放
さ
れ
た
公
的
な
根
本
道
場
た
る
学
問
寺
で
あ
っ
た
ろ
う
。
東
院
は
天
平
改
築
の
時
、
旧
時
の
堂
宇
の
配
置
を
保
存
し
た
の
で
は
な

い
か
。
夢
殿
お
よ
び
伝
法
堂
（
も
と
講
堂
と
い
う
）
と
一
直
線
に
向
か
い
あ
っ
て
る
聞
に
、
舎
利
殿
と
桧
殿
の
問
販
の
一
字
あ
り
、
夢
殿
の
前

（
南
）
に
礼
主
が
あ
る
。

私
記
に
法
隆
寺
年
中
行
事
の
条
（
専
ら
東
院
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
）
で
、
上
宮
壬
院
の
正
殿
に
お
け
る
行
事
が
大
部
分
で
あ
り
、

つ
ぎ
に

礼
主
お
よ
び
舎
利
殿
で
行
な
わ
れ
る
行
事
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
肝
要
な
講
堂
お
よ
び
絵
肢
で
行
な
わ
れ
た
行
事
と
い
う
も
の
が
あ
げ
て
な

ぃ
。
と
い
う
こ
と
は
、
創
建
当
時
の
講
堂
や
絵
殿
の
利
用
性
が
失
わ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ

5
。
私
記
の
此
の
行
事
は
恐
ら
く
平
安
時
代
中
頃
の
こ

と
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る

5
が
、
勿
論
中
に
は
太
子
の
時
か
ら
円

J

e

つ
い
て
い
る
行
事
も
あ
ろ

5
0
愚
老
か
つ
て
「
聖
徳
太
子
と
夢
殿
」

（
小
著

日
本
文
科
史
研
究
所
収
）
の
ザ
文
を
稿
し
、
六
朝
時
代
の
仏
教
王
国
を
予
装
し
た
浄
土
受
茶
羅
図
〈
巴
里
ギ
メ
！
博
物
館
蔵
）
に
よ
っ
て
、
王
廷

の
建
物
の
配
置
図
を
作
っ
て
、
上
宮
主
院
の
配
置
図
を
考
え
る
た
め
の
参
考
と
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
仏
教
主
廷
の
様
式
が
新
羅
の
法

興
王
や
真
輿
王
の
王
廷
に
棋
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
太
子
時
代
に
わ
が
国
で
も
倣
わ
れ
た
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
六
朝
時
代
の
受
茶
羅
図
の
中

に
は
よ
宮
主
院
の
障
子
や
扉
風
、
ま
た
は
天
寿
国
受
茶
緩
の
絵
中
の
婦
人
の
座
像
や
掌
字
の
漣
築
校
式
が
、
不
思
議
な
ほ
ど
似
て
い
る
も
の
が

あ
る
。
本
集
に
も
し
余
白
が
あ
れ
ば
、
余
興
と
し
て
昔
の
ノ

l
ト
か
ら
取
り
出
し
て
紹
介
し
た
い
。

上
宮
王
院
の
性
質
を
右
の
如
く
考
え
て
ぎ
た
の
は
、
実
は
夢
殿
の
性
格
を
詳
か
に
し
た
い
が
た
め
で
あ
る
。
同
王
院
の
中
心
は
勿
論
夢
殿
で

あ
る
。
こ
の
立
は
も
と
四
角
で
あ
っ
て
、
蘇
我
氏
の
乱
に
は
焼
失
を
免
が
れ
た
と
い

5
説
（
私
記
）
も
あ
る
が
、
勿
論
誤
り
で
あ
る
。
多
角
堂

は
六
朝
時
代
に
流
行
し
た
一
つ
の
建
築
様
式
で
あ
る
ら
し
い
か
ら
、
夢
股
は
創
立
当
時
か
ら
八
角
堂
で
あ
っ
た
ろ
う
。
正
式
に
は
夢
殿
は
上
宮

倉

王
院
の
正
笠
で
あ
る
。
私
記
に
延
長
三
一
年
間
院
の
西
室
が
焼
失
し
た
時
の
記
録
中
に
、
夢
殴
を
「
主
主
之
救
世
観
音
」
ま
た
は
「
本
正
蒼
院
」

聖
徳
太
子
論
考
（
長
沼
）

二
五



要
徳
太
子
論
考
（
長
沼
）

一一六

即
鶴
宮
也

と
も
あ
り
、
ま
た
私
記
の
冒
頭
に
「
上
宮
王
院
者
、
太
子
御
住
所
、
故
名
手
上
官
王
院
－
、
同
一
一
巻
於
＝
聖
堂
一
、
錦
町
殿
有
国
二
一
説
＼
或
自
＝
太
子

御
世
－
八
角
、
或
云
聖
武
帝
之
時
、
改
披
ν
成
ニ
入
角
－
、
昔
方
角
殿
宇
云
々
」
と
あ
る
。
入
角
説
を
と
る
べ
ま
こ
と
前
に
い
う
が
如
し
。
王
院
の

正
殿
を
尊
称
し
て
聖
堂
と
も
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
後
世
孔
子
を
安
置
し
た
廟
を
聖
堂
と
い
う
が
如
く
、
太
子
廟
す
な
わ
ち
太
子
像
を
安
置

す
る
が
故
に
聖
堂
と
称
し
た
の
で
あ
る
う
。

し
か
し
て
通
称
一
歩
殴
の
名
の
起
こ
り
も
す
こ
ぶ
る
古
〈
、

菩
薩
偏
に
「
菩
薩
（
太
子
）
兼
時
、

入
ニ
禅
定
－
、

或
時
一
白
、
三
目
、
五
日
、

干
ν
時
世
人
不
ν
知
ニ
禅
定
－
、

但
言
z
太
子
入
ニ
夢
掌
－
」
と
あ
り
、

し
か
し
日
本
書
紀
、
補
闘
記
、
伝
暦
等
に
は
夢
に
金
人
が
現
わ
れ
て
太
子
の

不
解
之
義
を
授
く
と
あ
り
、
夢
般
の
名
称
は
な
い
が
、
金
人
云
々
の
伝
説
か
ら
、
奈
良
時
代
に
は
夢
殿
が
通
称
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

正
殿
の
性
格
は
単
に
太
子
像
を
安
置
す
る
た
め
の
御
殿
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
本
尊
観
血
聞
に
関
す
る
究
明
を
後
に
し
て
、
先
ず
堂
の
性
格
を
考
え

た
い
。上

記
夢
殿
の
伝
説
を
歴
史
事
実
に
還
元
す
れ
ば
、
太
子
が
三
経
疏
製
作
な
ど
学
問
上
の
研
究
の
場
所
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。

こ
こ
に
参
考
し
た
い
こ
と
が
あ
る
。
太
子
が
疏
の
選
定
に
当
た
り
、
常
に
基
本
的
指
導
参
考
書
と
な
っ
た
諸
疏
は
み
ん
な
光
宅
等
の
梁
の
三
大

法
師
な
ど
梁
時
代
の
高
僧
の
仏
教
で
あ
っ
た
。

い
わ
ば
梁
の
如
、
ぎ
は
太
子
の
理
想
的
仏
教
王
国
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
考
え
及
ば
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
こ
と
は
、
梁
の
武
帝
の
太
子
昭
明
太
子
は
太
子
の
理
想
的
人
物
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
梁
書
太
子
伝
を
読
む
と
、

聖
徳
太
子
伝
を
読
む
が
如
き
感
が
忘
る
。
太
子
の
文
化
事
業
に
関
す
る
部
分
を
紹
介
し
た
い
が
、
今
そ
の
余
裕
が
な
い
。
彼
は
少
壮
に
し
て
学

聞
を
好
み
、
そ
の
神
童
的
性
格
も
す
こ
ぶ
る
能
く
わ
が
太
子
に
似
て
お
り
、
著
術
の
多
き
こ
と
、
徳
望
の
燐
ん
で
あ
っ
た
こ
と
、
三
十
一
歳
と

い
う
短
命
で
あ
っ
た
こ
と
、
死
後
に
お
け
る
民
衆
の
追
慕
の
風
景
な
ど
、
両
者
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
る
。
今
と
こ
で
紹
介
し
た
い
点
は
、
梁

書
〈
巻
入
〉
太
子
伝
の
一
節
に

太
子
亦
崇
二
信
三
｛
質
問
、
遍
監
＝
衆
経
＼
乃
於
二
宮
内
＼
別
立
ニ
慧
義
殿
＼
専
為
ニ
法
集
之
所
－
、
招
z
引
名
僧
－
、
談
論
不
ν
絶
、
太
子
自
立
＝



。。。。

一
締
法
身
義
＼
並
有
ニ
新
意

と
あ
り
、
こ
こ
に
仏
の
三
身
論
に
新
説
を
立
つ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
太
子
三
経
に
お
い
て
し
ば
し
ば
新
義
を
立
て
る
と
と
、
先
学
諸
氏
の
指

摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
に
多
く
の
参
考
書
を
築
め
た
慧
義
殿
は
書
庫
で
も
あ
り
研
究
室
で
も
あ
り
、
今
い
う
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
も
あ
っ

た
。
太
子
の
王
院
の
中
心
で
あ
っ
た
夢
肢
は
こ
の
慧
義
殿
と
同
じ
よ
う
な
性
格
を
有
し
て
い
た
と
思
う
。
あ
る
い
は
聖
徳
太
子
は
昭
明
太
子
を

倣
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
よ

5
な
気
が
す
る
。

こ
こ
で
最
後
の
論
考
は
夢
股
本
尊
は
太
子
像
で
は
な
か
づ
た
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
お
よ
そ
法
隆
寺
ほ
ど
飛
鳥
時
代
の
観
音
像
の
多
い
寺

は
な
い
。
中
℃
も
著
名
な
の
は
こ
の
本
尊
の
ほ
か
に
、
大
宝
蔵
殴
の
百
済
観
音
、
中
宮
寺
（
〈
寸
は
独
立
の
寺
と
な
る
。
）
の
如
意
輪
観
音
、
東

院
舎
利
殿
の
夢
違
観
音
の
囚
体
で
あ
る
。
夢
殿
本
尊
は
い
つ
の
時
代
か
ら
か
秘
仏
と
し
て
拝
ま
せ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
平
安
時
代
に
本
尊
の

前
立
観
音
像
を
安
置
し
た
の
は
、
本
尊
の
秘
仏
性
を
強
化
す
る
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
秘
仏
が
太
子
像
で
る
る
と
い
う
説
は
平
安
時
代
に

な
っ
て
も
消
え
て
い
な
い
の
で
あ
る

U

私
記
に

fp

乙

了

告

、

此

太

子
1

今
此
夢
殿
之
内
、
安
ニ
等
身
救
世
観
音
像
－
、

O
今
世
並
昔
日
不
ν
知
ニ
真
題
、
或
云
エ
俗
五
翻
ブ
刀
ザ
せ

t
－
埜
草
案
…
肌
（
下
略
〉

と
ら
り
、
こ
の
像
の
救
世
像
か
、
又
は
如
意
輸
像
か
の
ζ

と
を
考
証
し
、
救
世
観
音
・
如
意
輪
と
い
っ
て
い
る
。
奈
良
時
代
末
期
か
ら
平
安
時

代
に
な
り
、
笛
教
の
修
法
主
軌
の
類
が
伝
来
し
、
諸
仏
、
諸
菩
薩
、
諸
王
、
誇
天
の
形
容
が
定
め
ら
れ
た
。
太
子
の
時
代
の
制
音
像
を
密
教
義

軌
の
規
範
を
も
っ
て
判
定
す
る
こ
と
は
危
険
で
は
な
い
か
。

明
治
三
十
八
年
三
月
初
め
て
法
隆
寺
を
見
学
し
、
以
後
数
回
同
寺
内
の
諸
観
音
像
を
拝
し
て
い
る
。
中
宮
寺
本
尊
の
真
善
美
を
完
全
に
あ
ら

わ
し
て
い
る
有
難
さ
は
拝
む
毎
に
そ
の
感
を
増
す
c

そ
れ
に
も
増
し
て
除
に
深
く
刻
り
込
ま
れ
た
秘
に
拝
ん
だ
の
は
太
子
像
で
あ
る
と
い
う
夢

段
の
観
音
像
で
あ
る
c

明
治
三
十
九
年
三
月
末
ヘ
夢
殿
内
陣
の
補
修
工
事
中
の
事
で
あ
っ
た
ろ
う
か
、
こ
の
像
が
殿
外
の
空
地
に
新
拡
を
敷
き
、

そ
の
上
に
仰
向
け
に
臥
か
さ
れ
て
あ
っ
た
。
修
学
旅
行
の
同
窓
七
、
八
名
と
共
に
像
を
囲
ん
で
あ
ち
こ
ち
か
ら
拝
ん
だ
。
そ
し
て
関
野
貞
先
生

聖
徳
太
子
論
考
（
長
沼
）
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八

の
説
明
を
聴
い
た
。
当
時
関
野
先
生
は
奈
良
県
技
師
か
ら
東
大
文
科
大
学
の
日
本
美
術
史
の
講
師
に
来
た
。
当
時
喜
田
禎
育
先
生
は
歴
史
地
理

学
史
の
講
師
で
あ
っ
た
。
両
先
生
が
交
々
受
持
時
聞
に
法
隆
寺
非
再
建
、
再
建
論
に
花
を
き
か
せ
ら
れ
た
。
旅
行
中
、
た
ま
た
ま
関
野
先
生
が

奈
良
に
お
ら
れ
た
の
で
、
高
麗
尺
で
同
寺
の
金
堂
一
や
五
重
塔
の
柱
聞
を
さ
し
て
見
せ
ら
れ
た
。
先
生
の
日
本
美
術
史
は
主
と
し
て
飛
鳥
時
代
の

建
築
彫
刻
に
掬
す
る
こ
と
で
る
っ
て
、
こ
の
時
も
飛
鳥
仏
の
耳
目
の
形
ゃ
、
衣
紋
の
刻
み
方
な
ど
に
つ
い
て
説
明
が
あ
っ
た
。

寺
に
生
ま
れ
た
老
生
は
何
向
け
の
こ
の
本
尊
を
拝
ん
で
感
じ
た
も
っ
た
い
な
さ
は
今
も
忘
れ
る
こ
と
が
で
ま
な
い
。
当
時
大
学
の
二
年
生
で

あ
っ
た
老
生
は
、
歴
史
的
感
覚
な
ど
は
木
石
に
等
し
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
像
を
単
な
る
仏
像
と
は
拝
め
な
か
っ
た
ι

こ
う
し
た
調
子
で

千
何
百
年
も
、
秘
仏
で
あ
っ
た
こ
の
仏
像
を
拝
ん
だ
者
は
古
今
を
通
じ
て
わ
れ
ら
十
人
の
ほ
か
に
は
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
関
野
先
生
は
じ
め
、
そ

が
義
務
で
あ
る
よ
う
に
恩
う
。
そ
の
節
に
拝
し
た
所
、
全
体
黒
漆
で
塗
り
、
そ
の
上
に
金
箔
が
押
し
て
あ
っ
た
。

の
場
の
関
係
者
は
勿
論
今
は
故
人
で
あ
り
、
同
窓
生
も
生
き
残
り
は
老
生
だ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
古
今
未
曽
有
の
縁
起
を
記
録
し
て
お
く
の

キ
ン
ピ
カ

一
見
全
身
金
光
で
あ
っ
た
よ

う
に
感
じ
た
が
、
今
静
か
に
考
え
る
と
、
金
箔
の
残
っ
て
い
た
の
は
全
体
の
半
分
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
ろ
う
。
爾
来
見
た
こ
の
像
の
模
倣
像
お
よ

ぴ
写
真
そ
の
他
の
関
係
史
料
に
よ
っ
て
以
下
考
察
し
た
い
。

す
べ
て
仏
像
は
そ
の
本
誓
に
よ
る
個
性
が
あ
る
。
同
時
に
仏
菩
薩
に
は
普
遍
的
な
仏
の
相
が
あ
る
。
そ
の
割
合
い
は
七
三
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う

か
。
し
か
し
て
こ
の
本
尊
に
限
っ
て
共
通
の
仏
相
は
二
分
、

し
か
し
て
あ
と
の
八
分
も
仏
像
的
個
性
、
す
な
わ
ち
観
点
目
諮
問
薩
の
本
誓
を
顕
現
す

る
個
性
は
五
六
分
で
、
あ
と
の
二
三
一
分
は
人
間
相
で
あ
ろ
う
。
体
揺
は
こ
の
時
代
特
有
の
属
平
形
直
立
の
姿
勢
で
あ
っ
て
、
殊
さ
ら
形
式
的
な

特
色
と
い
う
も
の
が
少
な
い
。
と
こ
ろ
が
面
相
に
い
た
っ
て
は
甚
し
き
特
色
が
あ
り
、
そ
の
最
も
甚
し
き
は
眼
も
と
で
あ
る
。
大
体
は
関
野
先

生
の
常
套
語
を
用
い
れ
ば
、
銀
杏
形
で
あ
る
が
、
扇
尻
り
が
上
が
り
め
で
あ
る
。
そ
し
て
目
尻
り
は
右
が
平
ら
で
あ
る
が
、
左
が
上
が
り
気
味

で
あ
る
。
自
然
限
っ
き
全
体
が
釣
り
上
が
っ
て
見
え
る
。
お
よ
そ
仏
像
の
眉
は
三
日
月
形
で
あ
る
の
が
ほ
と
ん
ど
原
別
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た

特
色
は
モ
デ
ル
と
な
っ
た
者
の
特
色
で
あ
ろ

5
0
平
安
・
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
太
子
の
大
小
の
彫
刻
像
お
よ
び
絵
像
の
多
く
は
こ
の
式
の
目
つ



品
目
、
で
お
る
。
聖
徳
太
子
全
集
の
聖
徳
太
子
芸
術
部
に
集
め
ら
れ
て
い
る
多
く
の
も
の
を
見
て
も
明
か
で
あ
る
。
ま
た
一
山
相
で
特
に
注
意
さ
れ
る

も
の
は
、
額
の
輪
郭
で
あ
る
。
長
方
形
で
俗
に
い
う
下
駄
顔
で
あ
る
。
普
通
諸
仏
菩
薩
の
顔
形
は
丸
顔
か
、
丸
長
顔
で
＋
め
る
が
、
こ
の
像
は
長

く
、
か
っ
両
顎
が
張
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
モ
デ
ル
の
原
実
性
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
に
参
考
と
な
る
べ
き
こ
と
は
、
金
設
中
坦
の
本
尊
釈
迦
像

の
両
脇
侍
菩
薩
の
像
で
あ
る
。
古
来
の
こ
の
脇
侍
に
つ
い
て
何
の
像
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
私
記
の
次
の
文
に
よ
っ
て
’
川
音
像
と
判
、
ず

（
観
脱
）

抗
（
中
救
廿
立
日
二
持
者
、
太
子

べ
き
で
あ
る
う
。
私
記
の
金
堂
西
甑
の
弥
陀
三
尊
の
記
録
の
つ
ぎ
に
「
又
古
仏
持
数
体
在
ν
之
、
ル
ル
ハ
皆
全
畑
也
、

所
ν
造
制
本
身
」
と
あ
る
。

本
尊
釈
迦
は
聖
徳
太
子
の
病
の
た
め
に
造
ら
れ
、
作
者
は
白
川
仏
師
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
以
上
の
二
体
は
そ
の
脇
侍
で
あ
ろ
う
。

左
右
と
も
同
型
で
紡
造
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
う
と
い
わ
れ
る
。
作
風
は
本
尊
釈
迦
を
、
選
っ
た
止
利
仏
師
の
直
門
の
製
作
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ

る
。
夢
殿
の
本
尊
よ
り
は
手
法
に
熟
練
の
あ
と
が
見
え
、
垢
ぬ
け
が
し
て
い
る
。
両
者
す
こ
ぶ
る
似
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
夢
股
本
尊
の
特
色

で
あ
る
自
も
と
、
顔
形
の
特
色
が
な
い
。
た
だ
し
、

口
の
大
き
な
点
な
ど
は
共
通
で
あ
る
。
前
に
も
い
う
と
お
り
こ
の
本
尊
は
太
子
の
病
平
癒

を
祈
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

日
頃
太
子
の
信
仰
せ
ら
れ
た
観
世
音
の
同
体
像
を
脇
侍
と
し
て
三
尊
の
形
式
を
整
え
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
夢
殿
本
尊
は
両
手
で
舎
利
塔
を
胸
元
で
奉
持
し
て
い
る
。
こ
れ
を
宝
珠
と
見
る
人
も
あ
る
が
、
光
背
に
多
宝
塔
が
あ
ら
わ
し
て
あ
る
点
お

よ
び
珠
の
構
造
か
ら
考
え
て
、
舎
利
塔
と
判
断
し
た
い
。
脇
侍
菩
薩
は
左
手
を
膝
に
あ
て
て
宝
珠
を
持
ち
、
左
手
は
胸
元
に
あ
引
け
て
い
て
本
尊

の
両
手
の
右
上
下
に
聞
い
て
静
思
す
る
姿
に
対
し
て
、
動
的
で
あ
る
。
以
上
両
者
を
比
較
す
る
に
全
体
と
し
て
す
こ
ぶ
る
よ
く
似
て
い
る
3

百

済
観
音
、
夢
違
観
音
そ
の
他
同
寺
の
観
音
の
飛
鳥
仏
の
う
ち
で
、
夢
殿
の
観
音
に
最
も
よ
く
似
て
い
る
。
し
か
も
夢
股
本
尊
の
人
間
的
な
部
面

は
こ
の
脇
侍
菩
薩
に
は
見
ら
れ
な
い
。
夢
殿
本
尊
は
伝
説
の
如
く
太
子
の
理
想
仏
を
型
っ
た
太
子
像
で
あ
る
と
判
断
し
た
い
。

蘇
我
氏
の
乱
に
上
官
王
院
は
焼
け
、
本
尊
も
と
も
に
亡
び
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
行
信
再
興
の
時
、
外
か
ら
こ
の
像
を
迎
え
た
も
の
と
い
う

人
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
法
隆
寺
も
天
智
天
皇
時
代
の
再
建
で
あ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
定
説
と
な
っ
た
が
、
本
尊
釈
迦
薬
師
両
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。

像
は
創
建
当
時
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
恐
ら
く
寺
培
は
焼
け
た
が
本
尊
は
無
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
先
年
金
堂
内
の
火
災
に

も
諾
仏
像
は
、
幸
運
に
も
外
に
移
し
で
あ
っ
た
の
で
無
事
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
寺
の
火
事
は
消
火
は
第
二
、
第
三
の
手
段
で
、
ま
ず
本
尊
仏
の

避
難
を
第
一
と
さ
れ
る
の
は
現
代
に
至
っ
て
も
変
わ
り
は
な
い
。
本
尊
さ
え
無
事
で
あ
れ
ば
、
掌
字
は
自
然
に
復
旧
さ
れ
る
と
今
も
信
ぜ
ら
れ

℃
い
る
。
察
す
る
と
こ
ろ
安
殿
観
音
は
太
子
の
時
代
以
来
、
上
宮
主
院
の
研
究
室
の
守
り
仏
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
貞
観
元
年
五
月
の
問
院

補
修
の
時
に
も
「
堂
宇
旧
存
、
遺
像
是
在
」

（
三
代
実
録
）
と
あ
り
、
こ
こ
に
遺
仏
像
と
は
な
く
し
て
、
遺
像
と
あ
る
の
は
、
太
子
の
遺
像
と

い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。


